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JSG ニュースレター 

<Tax> 

「革新的な研究開発および先進的な 

製造プロセス設備に対する投資税額控除弁法」 

草案を経済部が予告 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

経済部は 5 月 1 日付で産業創新条例第 10 条の 2 の関連弁法「会社の革新的

な研究開発および先進的な製造プロセス設備に対する投資税額控除弁法」（以

下「本弁法」）の草案予告を公表しました。当該草案のポイントは、下表のとおりです。 

重要な項目 ポイント 

用語の定義 

(草案第 2条) 

⚫ グローバルサプライチェーンにおいて重要な地位にある

とは、会社が生産する製品または提供する役務が

国際市場において影響力を有することを指す。 

⚫ 革新的な研究開発とは、会社がグローバルな先端

技術または円熟した製造技術の革新的な応用に

投じる研究開発活動を指す。 

⚫ 先進的な製造プロセスの新規機器または設備と

は、会社がグローバルな先端技術、かつ、商業化が

可能な量産技術の開発のため、またはすでに量産

されている製造技術の革新的な応用発展のために
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購入し、自社で使用する新規機器および設備を指

す。 

適用対象および適用要

件（草案第 3条）  

⚫ 本弁法規定により投資税額控除の適用を申請す

る会社は、台湾国内で技術革新を行い、かつ、グロ

ーバルサプライチェーンにおいて重要な地位になければ

ならない。また、以下の適用要件を満たす必要があ

る。 

1. 研究開発費用が新台湾ドル 60 億元に達す

る。  

2. 研究開発費用が営業収入純額に占める割

合が 6%に達する。  

3. 当該年度の実効税率が以下の比率を下回

らない。  

(ⅰ)2023 年度は 12%。  

(ⅱ)2024 年度からは 15%(ただし、2024 年度 

は経済部及び財政部が各国の施行状況

を勘案したうえで、12％への調整を行政

院に上程できるものとする)。 

4. 直近 3 年以内において環境保護、労務また

は食品安全衛生に関する法律に違反してお

らず、かつ、重大な問題が生じていない。 

⚫ 研究開発支出額および比率は、会計士監査済の

当該年度の単体包括利益計算書の金額を基準と

する。 

⚫ 実効税率は、徴税機関が査定した分子および分

母の各項目の数値により計算したものを基準とす

る。 

研究開発に対する投資

税額控除規定（草案第

8 条） 

⚫ 革新的な研究開発に対する支出について、支出額

の 25％を当該年度の営利事業所得税額から控除

できる。なお、当該会社の当該年度の営利事業所

得税額の 30％を上限とする。 

機器設備に対する投資

税額控除規定（草案第

10 条） 

⚫ 同一課税年度に購入し、自社の先進的な製造プ

ロセスに使用する新規機器または設備の支出総額

が新台湾ドル 100億元に達する場合、当該支出総

額の 5％を当該年度の営利事業所得税額から控

除できる。なお、当該会社の当該年度の営利事業

所得税額の 30％を上限とする。 

⚫ 前項にいう当該年度とは、会社が購入し、自社の

先進的な製造プロセスにおいて使用する新規機器

または設備の引き渡し年度を指す。 

各種投資税額の合計控

除限度額（草案第 12

条）  

⚫ 同一課税年度において、本弁法の投資税額控除

の適用許可を申請する、または、産業創新条例

（以下「本条例」）もしくはその他の法律規定の投

資税額控除を併せて適用するとき、その当該年度

に控除が可能な合計限度額は、当該年度の営利

事業所得税額の 50％を上限とする。ただし、その

他の法律規定により、当該年度が税額控除適用



の最終年度であり、かつ、税額控除金額が制限を

受けない場合は、これに限らない。 

研究開発および機器、

設備に対する投資税額

控除の申請規定（草案

第 13、14 条） 

⚫ 本弁法の投資税額控除を適用申請する場合、当

該年度の営利事業所得税確定申告期間開始の

3 か月前から申告期間終了日までに規定の書類を

添付し、中央目的事業主管機関に申請し、第 3

条第一項に定める適用要件を満たすか審査を受け

なければならない。申請期限を過ぎた場合は、中央

目的事業主管機関は受理しない。 

⚫ 注意：機器設備の投資税額控除は書面申請で

あり、オンライン申請である産業創新条例第 10 条

の 1 とは申請方法が異なる点、留意が必要。 

租税優遇措置の重複適

用は不可（草案第 18

条）  

⚫ 本条例第 10 条の２第一項規定を申請適用する

会社は、その当該年度の研究開発に対する支出に

ついて、本条例第 10 条、第 12 条の 1 第一項およ

びその他の法律の研究開発奨励を目的に供される

所得税優遇措置の適用はできない。 

⚫ 本条例 10 条の 2 第二項規定を申請適用する会

社は、その当年度の機器および設備の購入にかか

る支出について、本条例第 10 条の 1 およびその他

の法律に規定する機器または設備に対する投資の

所得税優遇措置の適用はできない。  

会社が適用要件を満た

さない場合の措置（草

案第 19条） 

⚫ 中央目的事業主管機関による審査の結果、当該

年度は適用要件を満たさないが、本条例第 10

条、第 10 条の 1 の投資税額控除の適用を希望す

る場合、中央目的事業主管機関の審査結果が送

達された翌日から 1 か月以内に、規定フォーマットに

より会社所在地の管轄の徴税機関に対して第 17

条申告資料の更正を請求することができる。なお、

中央目的事業主管機関には副本を提出する。更

正請求の期限を過ぎた場合、徴税機関は受理し

ない。 

 

勤業衆信の見解 

1. 本草案によると、産業創新条例第 10 条の 2 と第 10 条の研究開発投資税額

控除は、適用される支出項目に大きな差はありません。主な相違点は、産業創

新条例第 10 条の 2 の研究開発投資税額控除の優遇適用要件の基準が高い

ことです。グローバルサプライチェーンにおいて重要な地位にある会社で、かつ、関連

の支出額が規定に達している場合に限られます。控除率の 25％は、産業創新

条例第 10 条の最高控除率 15％よりも高いですが、革新的な研究開発に対す

る支出に該当する場合のみ適用が可能であり、その他の研究開発支出には、研

究開発に対する租税優遇の適用がされません。さらに、控除ができるのは当該年

度に限られ、控除率 10％か 3 年以内の控除を選択することができる産業創新

条例第 10 条のような柔軟性はありません。 

享受し得る租税優遇を把握し、適用の選択を慎重に評価する必要があります。 

2. 産業創新条例第 10 条の 2 を申請し、審査の結果、適用不可となった場合、産

業創新条例第 10 条および第 10 条の 1 の適用への更正を請求をすることができ



ます。ただし、中央目的事業主管機関の審査結果が送達された翌日から 1 か月

以内に、規定のフォーマットで管轄の徴税機関に更正請求をしなければならない

点にご注意ください。更正請求期限を過ぎた場合、徴税機関は受理できませ

ん。適用不可となった場合には、期限内に更正請求を行い、本来享受し得る租

税優遇を享受できるよう、審査の進度にご留意ください。  
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日商組新聞稿 

<Tax> 

「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用

投資抵減辦法」草案預告 

 

 

經濟部於 5 月 1 日預告產業創新條例第 10 條之 2 子辦法「公司前瞻創新研

究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」草案，謹將本草案重點表列

如下： 

重要項目 重點內容 

名詞定義 

(草案第 2 條) 

⚫ 居國際供應鏈關鍵地位，指公司生產之產品

或提供之服務在國際市場具影響力。 

⚫ 前瞻創新研究發展，指公司投入國際領先技

術或成熟製造技術之創新性應用研究發展活

動。 

⚫ 先進製程之全新機器或設備，指公司為投入

開發國際領先且可商業化量產之技術，或發

展已達商業化量產之成熟製造技術之創新性

應用，所購置自行使用之全新機器與設備。 

適用對象及資格條件 

（草案第 3 條）  

⚫ 依辦法規定申請適用投資抵減之公司，應於

我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵

地位，並符合下列資格條件：  

1. 研究發展費用達新臺幣 60 億元。  

https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=108534
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2. 研究發展費用占營業收入淨額比率達

6%。  

3. 當年度有效稅率未低於下列比率：  

(ⅰ)112 年度為 12%。  

(ⅱ)自 113 年度起為 15%。(但 113 年度

由經濟部會同財政部審酌國際間施

行狀況，得報請行政院核定調整為

12%)。 

4. 最近三年內無違反環境保護、勞工或

食品安全衛生相關法律且情節重大情

事。  

⚫ 研發金額及比率以公司經會計師查核簽證之

當年度個體綜合損益表金額為準。 

⚫ 有效稅率以稅捐稽徵機關核定分子及分母各

項目數額計算為準。  

研發投資抵減規定

（草案第 8 條） 

⚫ 公司前瞻創新研究發展之支出，得按支出金

額 25%，抵減當年度應納營利事業所得稅

額，並以不超過該公司當年度應納營利事業

所得稅額 30%為限。  

機器設備投資抵減規

定（草案第 10 條） 

⚫ 公司同一課稅年度購置自行使用於先進製程

之全新機器或設備之支出總金額達新臺幣

100 億元者，得按該支出總金額 5%，抵減當

年度應納營利事業所得稅額，並以不超過該

公司當年度應納營利事業所得稅額 30%為

限。  

⚫ 前項所稱當年度，指公司購置自行使用於先

進製程之全新機器或設備之交貨年度。  

各項投資抵減合計抵

減上限（草案第 12

條）  

⚫ 公司於同一年度申請核准適用本辦法投資抵

減，或與本條例或其他法律規定之投資抵減

合併適用時，其當年度合計得抵減總額，以

不超過當年度應納營利事業所得稅額 50%為

限。但依其他法律規定當年度為最後抵減年

度且抵減金額不受限制者，不在此限。 

研發及機器設備投抵

申請規定（草案第

13、14 條） 

⚫ 公司申請適用本辦法投資抵減，應於辦理當

年度營利事業所得稅結算申報期間開始前三

個月起至申報期間截止日內，檢附規定文

件，向中央目的事業主管機關申請審查是否

符合第三條第一項所定資格條件，逾期申請

者，中央目的事業主管機關應不予受理。 

⚫ 注意：機器設備投抵採書面申請，與產創條

例第 10 條之 1 採線上申請不同。 

不得重複適用租稅優

惠（草案第 18 條）  

⚫ 申請核准適用本條例第十條之二第一項規定

之公司，其當年度全部研究發展支出，不得

適用本條例第十條、第十二條之一第一項及



其他法律為鼓勵研究發展目的提供之所得稅

優惠。 

⚫ 申請核准適用本條例第十條之二第二項規定

之公司，其當年度全部購置機器及設備支

出，不得適用本條例第十條之一及其他法律

規定機器或設備投資之所得稅優惠。  

公司不符適用資格條

件者之處置（草案第

19 條） 

⚫ 公司經中央目的事業主管機關審查當年度不

符資格條件規定，且欲適用本條例第十條、

第十條之一投資抵減者，得於中央目的事業

主管機關審查結果送達之次日起一個月內，

依規定格式向公司所在地稅捐稽徵機關申請

更正第十七條申報資料，並副知中央目的事

業主管機關；其逾期未申請更正者，稅捐稽

徵機關應不予受理。 

 

勤業眾信觀點 

1. 依本草案內容觀之，產創條例第10條之2和第10條的研發投抵在適

用支出項目並無重大差異，主要差異在於產創條例第10條之2研發

投抵優惠適用門檻高，僅限居國際供應鏈關鍵地位公司且相關支出

達規定者適用，抵減率25%也高於產創條例第10條最高抵減率

15%；惟只有符合前瞻創新研究發展支出可適用，其餘研發支出不

得再適用其他研發租稅優惠；且僅限當年度抵減，不若產創條例第

10條有可選擇抵減率10%、3年內抵減的彈性規定。公司應審慎評估

選擇適用，以掌握應有的租稅優惠。 

2. 申請產創條例第10條之2公司若經審查資格不符，可更正申請適用

產創條例第10條及第10條之1，惟應注意須於中央目的事業主管機

關審查結果送達之次日起一個月內，依規定格式向公司所在地稅捐

稽徵機關申請更正；其逾期未申請更正者，稅捐稽徵機關將不予受

理。公司務必注意審查進度，若資格不符，應依限申請更正，才能

維護應有租稅優惠。 
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